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別紙 

第３章 契約 
 

（契約の単位） 

第５条 当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の本契約を締結します。この場合、契約者は、

１の本契約につき１人または１の法人に限ります。 

２ Fiimoモバイル通信サービスには、料金表第１表第１（利用料金）に規定する種類があります。 

 

（契約申込の方法） 

第６条 本契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。 

２ 前項の申込みは、個人（満１８歳以上に限ります。）に限り可能です。未成年(１８歳、１９歳)の申

込みには、親権者の同意が必要です。ただし、法人の申込みにおいては、当社が別に定める方法により

ます。 

３ 本契約者から以下の各号に定める契約変更を行いたい旨の申出があったときは、その本契約の申込

みについて第１項の申込みがあったものとみなして取り扱う場合があります。 

（１）当社が別に定める態様により、本契約を解除すると同時に新たに本契約を締結する場合 

（２）（１）を除く契約内容の変更の場合 

４ 前項第１号の申出があったときは、当社は、現に提供している本契約の解除について、第１４条（契

約者が行う契約の解除）の規定の通知があったものとみなして取り扱います。 
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附 則 

 

（実施期日） 

１ この改正約款は、２０２２年４月１日から実施します。 

 


